
 
 
 
 
 
 

 

 

建築基準法施行規則の一部改正（平成１９年６月１９日国土交通省令第６６号）に

より、「工事現場の確認の表示の様式（確認表示板）」の見直しが行われました。 

確認表示板の様式の見直しについては、平成１９年１２月２０日より施行されます

ので、１２月２０日以降は新しい様式にて表示する必要があります。 

 
 
■根拠条文： 

●建築基準法第８９条第１項（工事現場における確認の表示等） 

  第６条第１項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場

の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工

事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があった旨の表示をしな

ければならない。 

●建築基準法施行規則第１１条（工事現場の確認の表示の様式） 

法第８９条第１項（略）の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第６８

号様式による。 

 

■確認表示板新様式： 

 第六十八号様式（第十一条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※木板、プラスチック板等で、幅３５cm以上、縦２５cm以上としてください。 
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確認表示板の様式が変わります！
（平成１９年１２月２０日施行） 
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が追加。 
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